
 平成３１年１０月１日からいよいよ「消費税」が１０％に引き上げられます。

又それに伴って、消費税の「軽減税率制度」が始まります。

この「軽減税率制度」は。酒類・外食を除く飲・食料品を対象に実施されるものですが、

これにより、対象品目の売上、仕入れがある事業者は税率ごとに区分した請求書の発行

や経理に記帳する際にも区分しての基調が義務付けられることになります。

また、区分けされた帳簿及び請求書を保存する事も義務付けられることになります。

こうした、軽減税率制度が実施されるにあたり、この制度への対応が必要となる中小企

業・小規模事業者を対象に、「複数税率対応レジ」を導入するに必要な費用の一部を補

助する制度です。

※「軽減税率制度」を簡略に開設した資料を添付しましたので、そちらもご覧ください。

助成制度の詳しい情報は、「軽減税率対策補助金事務局」のホームページ ( 下記ＵＲＬ）

でご確認ください。

※軽減税率対策補助金事務局ホームページ　www.kzt-hojo.jp

なお、本件の申請期限は来年（３１年）１月３１日までとなっていますので、期限内に

申請されますよう、ご留意ください。

「軽減税率対策補助金」制度のご案内
申請期限は平成３０年１月３１日まで












